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佐々町農業委員会 

 

 

平成２８年１１月  第８回  佐々町農業委員会定例委員会議事録 

１．招集年月日  平成２８年１１月２４日（木）午後１時３０分 

２．招 集 場 所  佐々町役場 別館会議室 

３．開 会  平成２８年１１月２４日（木）午後１時３０分 

 

４．出 席 委 員  （１１名） 

議席番号 氏   名 議席番号 氏   名 議席番号 氏  名 

１   裕 君 ２ 藤永 九市 君 ３ 濵野  努 君 

５ 福田 喜義 君 ６ 池田 義 君 ７ 平田 康範 君 

８ 湯村 速雄 君 ９ 大瀬 清司 君 １０ 山下 義信 君 

１１ 筒井 浩一 君 １２ 坂口 英 君   

        

 

５．欠 席 委 員 （２名） 

議席番号 氏   名 議席番号 氏   名 議席番号 氏   名 

４ 藤永  茂 君 １３ 橋本 義雄 君        

 

６．職務のための出席者職氏名 

職 名 氏   名 職 名 氏   名 職 名 氏   名 

事務局長 今道 晋次 君 書記 山田 奈津子君   

 

７．議事録署名委員 

議席番号 氏   名 議席番号 氏   名 議席番号 氏   名 
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１０ 山下 義信 君 １１ 筒井 浩一 君   

 

 

 

８．本日の会議に付した案件  

（１）議事録署名委員の指名 

（２）報告事項 

   報告第１号 一時転用届出書について 

 

（３）審議事項 

   第２８号議案 農地法第３条の規定による許可申請について 

   第２９号議案 農地法第３条の規定による許可申請について 

   第３０号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請書について 

   第３１号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請書について 

   第３２号議案 農用地利用集積計画の承認について（利用権設定） 

   第３３号議案 農用地利用配分計画（案）の承認について 

 

（４）その他 

   ①農業者年金加入推進及び全国農業新聞の推進について 

   ②１２月定例会の日程について 

   ③その他 

     

 

書記（山田 奈津子君）事務局。皆さん、こんにちは。定刻となりましたので、只今か

ら平成２８年度 第８回 佐々町農業委員会総会を開会いたします。それでは初

めに、  

（  裕君）皆さん、こんにちは。天気はいいですが、今年一番の冷え込み

ではないでしょうか。関東地方では、１１月では５４年ぶりの雪と報道されてお

ります。また、一昨日、東北の福島沖で地震が起き、今朝も地震があったと報道

されております。今年の米の作柄はやや良で、豊作といわれております。価格も

去年からしたら値上がりして、６２００円から６３００円ぐらいで発表されてお
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ります。もう少し価格が上がれば楽になるんじゃないかと思っております。今年

の秋の五穀豊穣を祝う新嘗祭も執り行われておりますが、そんな中、アメリカ大

統領も代わると騒がれておりますが、ＴＰＰもこの先どういうふうに落ち着くの

か、見当がつかないような状況になっております。その中で、厳しいことには間

違いないと思いますが、どのようにして農業を続けていくか、繁栄させていくか

が課題だろうと思います。また、本日も円滑に議事進行しますよう、皆さん、よ

ろしくお願いします。 

書記（山田 奈津子君）事務局。ありがとうございます。本日は、藤永委員と橋本委員

につきましては、所用のため欠席届が出ております。出席委員は１１名でござい

ます。定足数に達しておりますので、本総会は成立することをご報告いたします。

佐々町農業委員会総会会議規則第６条の規定により議長は会長が務めることとな

っておりますので、  

 裕君）案件につきましては佐々町農業委員会総会会議規則第３条により付

議事項はあらかじめ通知しておりますのでこの日程でよろしいでしょうか。 

   （  「異議無し」の声あり  ）   

  それでは議事に入ります。まず、日程（２）の議事録署名委員の指名を行います。

佐々町農業委員会総会会議規則第２７条の規定に基づき議長が定める事となって

おりますので、議席番号１０番 山下委員、議席番号１１番 筒井委員を指名し

ますので、よろしくお願いします。以上で日程（２）を終わります。次に、日程

（３）報告事項に入ります。報告第１号 一時転用届出書について事務局の説明

を求めます。事務局。 

書記（山田 奈津子君）事務局。１ページをお開きください。報告第１号の朗読説明を

いたします。一時転用届出書 借人 長崎県。貸人 北松浦郡佐々町□□免。●

● ●●。耕作者 佐世保市 ○○ ○○。施工業者 株式会社 沖組。下記の

工事を行うにあたり、農地の一時転用について承諾願います。目的 平成２８年

度 二級河川高峰川自然災害防止工事を施工するにあたり、仮設道路として使用

するためと記載されております。工事期間ですが、許可日からとありますが、も

うすでに着工されておりまして、終了が平成２９年３月２４日までとなっており

ます。２ページをお開きください。県北振興局の局長より、工事完了後は速やか

に現況復旧いたしますという内容の確約書が出ております。３ページが付近状況

図です。場所ですけどもピンク色で印を付けているところが一時転用箇所でござ

います。黄色で印を付けているところが、見にくいですけども幸福の科学の拠点
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となっているところで、ログハウスのすぐ裏の川沿いになっております。４ペー

ジをお開きください。一時転用の平面図になっております。赤く色を塗っている

ところが一時転用の場所になっておりまして、こういった形で鉄板を引いて仮設

道路として使用したいということです。一時転用面積が１３４㎡ということです。

５ページをお開きください。現況写真になります。川沿いの部分を一時転用した

いということで付いております。６ページをお開きください。６ページが河川工

事の施工場所になります。高峰川の支流の工事で、こういった形で工事をされる

ということで図面を付けていただいております。事務局の説明は以上です。 

 裕君）この件に関して何か、ご意見、ご質問などはありませんか。よろし

いですか。 

  （ はい ）では次に日程（４）審議事項に入ります。 第２８号議案 農地法第

３条の規定による許可申請書について、事務局の説明を求めます。事務局。 

書記（山田 奈津子君）事務局。７ページをお開きください。第２８号議案の朗読説明

をいたします。農地法第３条の規定による許可申請書について。申請人 譲渡人 

佐々町□□免 ●● ●●。譲受人 佐々町□□免 ○○ ○○。農地の所在 羽

須和免字牧崎。地目 台帳・現況ともに畑。面積３１９㎡。耕作者 ●● ●●。

申請の理由 譲受人の希望による。経営面積 譲受人の経営面積ですけども、田

はすべて貸してらっしゃいますので、経営面積としては畑が１２，５７１㎡とな

っております。稼働人員は２名でございます。８ページをお開きください。許可

申請書の写しを添付しております。売買による所有権移転となっております。９

ページが土地の全部事項証明書です。１０ページが付近状況図です。ピンク色で

示しているところが申請箇所になりますけども、譲受人の自宅のすぐ隣の畑にな

ります。１１ページが地籍図になります。１２ページが譲受人の耕作状況ですけ

ども、自作地としまして、畑が１２，５７１㎡。１３ページが作物の作付状況で

すけども、主に野菜を耕作されておられます。農機具につきましては、耕運機、

草刈り機をそれぞれ１台ずつ所有しておられます。農作業歴につきましては９年

と書かれていますけども、地元に戻って来られてからの年数を記載しておられま

す。農業の従事者数は奥様と２名ということです。１４ページですけども、主な

農業従事者は○○ ○○さん。主たる職業は農業。権利取得者との関係はご本人

です。一年間を通して農業をされておられます。事務局の説明は以上です。 

 裕君）地元委員の補足説明をお願いします。６番。 

６番（池田 義君）６番。今、事務局からの説明がありましたように、○○ ○○さ
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んは定年退職後、農業に従事しておられます。畑の１２，５７１㎡のうち、もと

もとはミカン畑でそれを自分で開墾されてこのような畑になったということです。

全部を作られているわけではないんですが、一部を近隣の友達とかに貸出されて

畑を荒らさないように管理されているわけです。今回購入される農地は、１１ペ

ージをよろしいですか。今回購入される農地の隣に、○○ ○○さんの畑があり

ますが、ここは進入路がないわけですね。私の畑を通っていくかしかないわけで

す。申請地の間には防風林が垣根のようにされておりますので、どうしてもこの

申請地が欲しいということで、今回このような申請が出ております。畑は確実に

管理をされると思いますので、皆さんのご審議のほどよろしくお願いします。 

 裕君）この件に関して、ご意見、ご質問などありませんか。よろしいです

か。 

（ はい ）それでは採決を取りたいと思います。第２８号議案 農地法第３条

の規定による許可申請について、許可することに賛成の方の挙手をお願いします。

ありがとうございました。賛成多数ですので、許可することといたします。次に、

第２９号議案 農地法第３条の規定による許可申請書について、事務局の説明を

求めます。事務局。 

書記（山田 奈津子）事務局。第２９号議案の朗読説明をいたします。農地法第３条の

規定による許可申請について。譲渡人 佐々町□□免 ●● ●●。譲受人 佐々

町□□免 ○○ ○○。農地の所在 志方免字平石。地目 台帳・現況ともに畑。

面積１１２㎡。同じく平石。台帳・現況ともに田。５００㎡。志方免字千人堂。

台帳・現況ともに畑。同じく千人堂 台帳・現況ともに畑。３１８㎡。同じく千

人堂 地目 台帳・現況ともに畑。６４７㎡。同じく千人堂 台帳・現況ともに

畑。５３９㎡。同じく千人堂 地目 台帳・現況ともに田 １，０３４㎡。志方

免字持田 地目 台帳・現況ともに田。４８㎡。同じく持田 地目 台帳・現況

ともに田。以上の９筆です。耕作者はもともと○○ ○○さんということでした。

申請の理由 贈与による所有権移転を行う。譲受人の経営面積ですが田が６，９

１６㎡、畑５，７０９㎡、計１２，６２５㎡です。稼働人員はご夫婦と息子さん

の３名とお聞きしております。１６ページをお開きください。許可申請書の写し

を付けております。この件に関しましては、贈与による所有権移転ということで

す。１７ページが土地の一覧です。先ほど読み上げたとおりです。１８ページか

らが土地の全部事項証明書になってますけども、ここで所有権を見ていただきま

すと、□□ □□さんから相続により●● ●●さんに権利が移っているわけで
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すが、ご親戚間での贈与になるわけですけども、事情があられるようで直接○○ 

○○さんの方にはいかないで、一旦、●● ●●さんの方に権利を移して贈与と

いう形をとっているということで聞いています。２７ページをお開きください。

譲受人の経営状況ですけども、所有地は先ほど申しあげたとおりです。２８ペー

ジが権利取得後の面積となっております。水稲９，６５４㎡、野菜等７，４３８

㎡。所有している農機具は、トラクター、コンバイン、耕運機、田植機、軽トラ

をそれぞれ一台ずつ所有しておられます。２９ページをお開きください。主に農

業に従事している方は、○○ ○○さん。年齢は６１歳です。一年を通して農業

に従事しているということでした。事務局の説明は以上です。 

 裕君）地元委員の補足説明をお願いします。１０番。 

１０番（山下 義信君）１０番。最初の相続人は○○ ○○さんのお父さんでありまし

たが、早くに亡くなられましたので２番目の息子さんに一応、所有権を移転して、

この度、●● ●●さんの方に所有権移転をすることになりまして、本人ももう

すぐ定年を迎えられるということで、畑の草刈り等、管理をされてきております。

名義は○○ ○○さんですが、耕作者はずっと●● ●●さんでありますので、

耕作放棄とかはないと思いますので、回り道ですけどもよろしくお願いしますと

仰っておりました。私も、昔のことはよく聞いておりませんけども、定年までは

管理をされて、定年後は耕作もしていかれるのではないかと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 裕君）この件に関して、何かご意見、ご質問はありませんか。よろしいで

すか。（ はい ）それでは、採決を行います。第２９号議案 農地法第３条の規

定による許可申請について、許可することに賛成の方の挙手をお願いします。あ

りがとうございました。全員賛成ですので許可することといたします。次に移り

ます。第３０号議案、第３１号議案は私の地元の案件ですので、議長を交代させ

ていただきます。暫時休憩いたします。 

（休  憩  午後 １時４８分） 

（会議再開  午後 １時４９分） 

議長（藤永 九市君）会を再開します。会長が地元委員ということで、私が議長を務め

させていただきます。第３０号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請

についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。事務局。 

書記（山田 奈津子君）事務局。３０ページをお開きください。第３０号議案の朗読説

明をいたします。農地法第５条第１項の規定による許可申請について。申請人 
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佐々町□□免。有限会社●●●。譲渡人 佐世保市 ○○ ○○。農地の所在 小

浦免字中野谷。地目 台帳・現況ともに田。面積１６５㎡。転用の目的 建売住

宅の一部。施設 物置３棟。ウッドデッキ２、計４５．１㎡。耕作者はなしとい

うことです。申請の理由 隣接地に建築する住宅の付随施設として利用したいた

め。後もって図面等見ていただきたいと思います。３１ページが許可申請書の写

しとなっております。内容は先ほど申し上げたとおりです。所有権移転での申請

になります。３２ページが土地の全部事項証明書です。３３ページが位置図です。

３４ページに付近状況図を付けております。場所につきましては浜迎になるんで

すけども、浜迎の集会所から富田橋に抜ける道になるんですけども、道沿いに雑

種地があるんですけども、その奥に農地で畑がありまして、その農地が申請地に

なります。申請地を利用した形での転用計画になります。３５ページが現況写真

になります。雑種地の一段高く上ったところが農地で申請地になります。次の３

６ページも現況写真です。３７ページが地籍図になります。隣接の雑種地に家を

建てられ、申請地に倉庫とかウッドデッキを置きたいという申請内容になってお

ります。３８ページが事業計画書です。事業の目的及び内容ですけども、建売住

宅。利用計画は建売住宅用地。現在の事業状況ですけども、佐々町に事務所を置

き、佐々町近郊で新築一戸建ての建築・建売を行っております。新たに申請地を

取得しなければならない理由としまして、佐々町に住宅を建てられる需要が高く

なっているということと、佐々町内で住宅用地に適した雑種地を見つけ、奥の農

地も一体的に利用したいということで申請に至ったという内容がここに書かれて

あります。３９ページが被害防除計画書です。申請地の造成計画の内容ですけど

も、現状のまま利用するので被害は発生しないということです。また、建物の高

さを加減する。２．５ｍ程度と書かれていますけども、これは倉庫の高さになり

ます。建物の高さを低くすることにより周辺農地への日照・通風に支障が極力な

いように留意しますということです。排水計画ですけども、雨水排水は自然流下。

汚水・生活雑排水は発生しないということです。４０ページが土地利用計画図に

なるんですけども、町道沿いに２軒分の家を建てられる予定で、その奥に赤で囲

んだところが申請地になるんですけども、こういった形で一体的に利用したいと

いうことです。農地に係る分はウッドデッキと物置を置かれるということです。

参考までに４１ページに平面図、４２ページに立面図を付けております。こうい

った形で計画をされております。４３ページに隣接農地の所有者から承諾書をい

ただいております。４４ページからが●●●の法人の全部事項証明書が付けてあ
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ります。４６ページからが定款となっております。事業内容等がここに記載され

てあります。５１ページに宅地建物取引業者免許証ということで付けていただい

ておりますけども、建売住宅をする免許ということで付けていただいております。

事務局の説明は以上です。 

議長（藤永 九市君）ありがとうございました。引き続き、地元委員からの補足説明を

お願いします。 

 裕君）１番。ただ今、事務局から説明がありましたとおり、浜迎町内会の

昔の通りですね。浜迎集会所から行って、中腹ぐらいのところにあります。先ほ

どの説明のとおり、道路側に住宅を建てて、その隣の農地にウッドデッキと物置

として利用したいということです。高さはこの宅地からすると２ｍちょっとぐら

いです。隣接している農地についても、隣接している農地の方が幾分高く、勾配

も反対となっております。現状に近い形で利用をしたいということです。ここに

住宅が出来てしまいますと、ここに進入路もないですし、後々の利用も難しくな

るということで今回の申請となっております。よろしくお願いします。 

議長（藤永 九市君）ただ今、地元委員の補足説明が終わりました。これより審議に入

ります。この件につきまして、ご意見、ご質問はございませんか。どなたかござ

いませんか。ないようでしたらこれで質疑を終わります。第３０号議案につきま

してご承認いただける方の挙手をお願いします。ありがとうございました。全員

賛成をいただきましたので、この件につきましては県の方に進達いたします。第

３０号議案 につきましては終了させていただきます。次に第３１号議案を議題

といたします。第３１号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請書につ

いて事務局の説明を求めます。事務局。 

書記（山田 奈津子君）事務局。５２ページをお開きください。第３１号議案の朗読説

明をいたします。農地法第５条第１項の規定による許可申請について。申請人 譲

渡人 東京都 ●● ●●。譲受人 佐々町□□免 ○○ ○○。農地の所在 小

浦免字浜田。地目 台帳・現況ともに畑。面積７４㎡。同じく、字土手迎１２８

９番１。地目 台帳 畑、現況 不耕作。面積２３９㎡。転用の目的 住宅およ

び駐車場用地。施設 住宅１棟 ８５．９８㎡。耕作者は無し。申請の理由 自

己住宅および駐車場を建築するためとのことです。５３ページをお開きください。

申請書の写しを付けております。これも所有権移転での許可申請書となっており

ます。５４、５５ページが土地の全部事項証明書になっております。５６ページ

に位置図を付けております。５７ページが付近状況図です。ピンクで印を付けて
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いる２筆ですね。宅地を挟んで手前と奥の農地が申請地になります。場所につき

ましては土手迎町内会の隣の隣ぐらいになります。５８ページが地籍図になりま

す。町道沿いの畑と、その宅地を挟んで奥の畑を利用して住宅を建てたいという

ことでの申請です。５９ページ、６０ページが現況写真ですけども、５９ページ

の三角の農地ですけども、ここに駐車場を作り２台分の駐車スペースを確保した

いということです。この写真に道がありますけども、この道を奥に入って行きま

すと、６０ページの写真になりますが畑がありまして、そこに住宅を建てたいと

いうことです。６１ページが被害防除計画書です。申請地の造成計画としまして、

盛土が最高０．４ｍ、切り土が最高０．６ｍ、最低０．２ｍ発生するということ

です。また、被害防除措置としまして土留め工事をするので道路水路等への土砂

流出は発生しないということです。近傍農地への影響ですけども、緑地、緩衝地

を設けることと、建物の高さを加減することで記載があります。雨水排水につき

ましては道路側溝へ流されます。汚水、生活雑排水につきましては公共下水道の

方へ繋がれます。６２ページが小浦免字土手迎 の配置図になります。町道沿い

三角の農地なんですけども、駐車場２台分のスペースとして利用されます。６３

ページが奥の農地なんですけども住宅を１棟建てられるということで計画をされ

ています。赤で囲った部分が農地なんですけども、その隣に雨水等は道路側溝へ

と書いてありますけども。その部分は手前の宅地の一部になりまして、ここを進

入路として使うということです。地主さんは同じ●● ●●さんになりまして、

ここに管を通して汚水・生活雑排水等も下水に繋ぐということで承諾書が出てお

ります。６４ページが建物の平面図、６５ページに立面図を付けていただいてお

ります。事務局の説明は以上です。 

議長（藤永 九市君）ありがとうございました。ただ今、事務局から説明が終わりまし

た。引き続き地元委員の補足説明をお願いします。１番。 

 裕君）１番。場所は先ほどの事務局の説明でお分かりかと思います。駐車

場が何で二か所もと思われるかもしれませんけども、来客の方が来られた時のこ

とも考えていますということでした。ここは宅地に囲まれた畑一枚だけとなって

おります。先ほど説明がありましたとおり、進入口を地主さんに利用するという

ことで了解を得て、進入路として使うように計画されております。６３ページの

公道というところには下水が設置されていて、こちらの方に近いということで下

水を流されます。周辺には農地はありませんので、隣接農地へ影響を及ぼすこと

はありませんのでご審議のほどよろしくお願いします。 
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議長（藤永 九市君）これより質疑に入ります。皆さん方から何かご意見、ご質問等あ

りませんか。６番。 

６番（池田 義君）６番。５７ページの図面で申請地が△△ △△さんとなってます

が、これは年代が代わって○○ ○○さんになってるんでしょうか。５８ページ

の地籍図は○○ ○○さんになってます。 

議長（藤永 九市君）事務局。 

書記（山田 奈津子君）事務局。５７ページのゼンリンの地図では△△ △△さんと書

かれているんですけども、△△ △△さんは、○○ ○○さんのお父様にあたら

れるそうです。○○ ○○さんのご実家になります。名義は変えられていますの

で、５８ページに書かれている名義が土地の名義で間違いありません。以上です。 

議長（藤永 九市君）他にありませんか。なければ、採決を行います。第３１号議案 農

地法第５条第１項の規定による許可申請書について、許可相当とすることに賛成

の方の挙手をお願いします。（ はい ）ありがとうございました。賛成多数です

ので、許可相当として県に進達いたします。それでは、会長が地元の案件が済み

ましたので再度議長を交代いたします。暫時休憩といたします。 

（休  憩  午後 ２時０６分） 

（会議再開  午後 ２時０７分） 

 裕君）会を再開いたします。第３２号議案 農用地利用集積計画の承認に

ついてと、第３３号議案 農用地利用配分計画（案）の承認については関連があ

りますので、一括で審議をしたいと思いますがいかがでしょうか。 

   （ はい ）では一括審議といたします。事務局の説明を求めます。 

書記（山田 奈津子君）事務局。６６ページをお開きください。第３２号議案の朗読説

明をいたします。農用地利用集積計画の承認について（利用権設定）です。農業

経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、別紙のとおり計画を定めたい

ので、本委員会の承認を求める。６７ページをお開きください。１１月末で利用

権設定の期間満了を迎える方の再設定の分になります。利用権の再設定を行うも

の（貸し手農家）佐々町□□免 ●● ●●。（借り手農家）佐々町□□免 ○○ 

○○。土地の所在 角山免字稗田。地目 田。面積１，０６２㎡。他４筆です。

借り手農家耕作面積２５，３８７㎡。権利の種類 賃借権。区域区分 農用地。

今回の設定内容 物納、１０袋、３年となっております。他９件です。合計 田

で３１，３６０㎡となっております。６９ページをお願いします。新規の分で２

件挙げさせていただいております。この分は中間管理機構を通した、貸し借りと



 - 12 - 

なっております。権利の設定を行うもの（貸し手農家）佐々町□□免 ●● ●●。

（借り手農家）長崎県農業振興公社というのが中間管理機構になります。土地の

所在 石木場免字船坂。地目 田。面積１，４３０㎡。同じく船坂 地目 田。

面積１，４６９㎡の２筆です。権利の種類 賃貸借。区域区分 農用地。今回の

設定内容 金納、８，６００円、５年となっております。この件につきましては、

当初１０年ということで耕作者協力金の対象となるということで勧めておりまし

たが、●●さんの息子さんが間もなく定年になるということで、ひとまず５年で

ということになりましたので、今回５年で設定しております。もう一件が、（貸し

手農家）■■ ■■（借り手農家）同じく長崎県農業振興公社。土地の所在 市

瀬免字古田。地目 田。面積２，１８３㎡。権利の種類 使用貸借。区域区分 農

用地。今回の設定は無償で１０年となっております。この分につきましては土地

の名義は■■ ■■さんのお父さんになるんですけども、この方が持ってらっし

ゃる農地が一筆なんですが、農地をすべて中間管理機構に貸し付けた場合、固定

資産税の減免の対象になりますので、そういったことで１０年設定させていただ

いております。今回、機構を活用した２件を挙げていただいております。ご協力

ありがとうございます。７０ページに集計を付けております。再設定１０件 田

で１９筆。面積３１，３６０㎡。機構を利用した新規設定２件 田で３筆。面積

５，０８２㎡。合計２２筆の３６，４４２㎡、２２件となっております。続きま

して、７１ページをお開きください。第３３号議案の朗読説明をいたします。農

用地利用配分計画（案）の承認について。農地中間管理事業の推進に関する法律

第１９条の規定により、別紙のとおり農用地利用配分計画（案）を定めたいので、

本委員会の承認を求める。７２ページをお開きください。農用地利用配分計画書

の案になります。こちらは機構に貸し付けた農地をどなたに配分するかというこ

とで、その計画になります。先ほどの○○さんが機構に貸し付けられた農地を、

機構から○○さんに貸し付けるというものです。内容につきましては先ほど申し

あげたとおり、５年間の金納で年間８，６００円です。２件目につきまして、こ

ちらは□□さんに貸し付けられます。市瀬免の農地になります。貸し付けは１０

年で契約していただいております。□□さんの方は、５年で契約したいとのこと

ですので、５年後はまた別の方にという形になります。一旦、機構に貸し付けて、

何年後かに作れなくなった場合、機構の方から荒れないように費用を出して管理

していかれますので、こういった形で機構への貸し出しを勧めていただければ、

高齢者の方たちにはいいのかなと思いますので、引き続きご協力をお願いします。
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事務局の説明は以上です。 

 裕君）皆さんの方から何か質問等ございませんか。それでは、採決を行い

ます。第３２号議案 農用地利用集積計画の承認について、承認することに賛成

の方の挙手をお願いいたします。ありがとうございます。賛成多数ですので、農

用地利用集積計画を承認いたします。続いて、第３３号議案 農用地利用配分計

画（案）の承認について、承認することに賛成の方の挙手をお願いいたします。

ありがとうございます。賛成多数ですので、農用地利用配分計画（案）を承認い

たします。それでは次に、日程（５）その他に移ります。事務局の説明をお願い

します。事務局。 

書記（山田 奈津子君）事務局。その他です。①の農業者年金加入推進及び全国農業新

聞の推進につきましては、引き続き皆さんと一緒に努力していきたいと思います。

そして、１２月の定例会の日程ですけども、四役会の方で決めさせていただいた

んですけども、１２月が２３、２４、２５日が休みになっているので、早めに県

の方にも提出しなければいけないということもありまして、２０日に決めさせて

いただきました。すみませんが、２０日の１３時半から予定をしていただきたい

と思います。よろしくお願いします。事務局の説明は以上です。 

 裕君）皆さんの方から何かございませんか。なければ本日の総会はこれで

終了させていただきます。皆さん、大変お疲れさまでした。 

 

 

 

（  閉  会  午後 ２時 １６分  ） 

 

 

 

 

上記のとおり相違ありません。 

 

 

会     長 
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